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贈与税の改正の確認と顧問先の財産の承継への対応

Ⅰ　財産承継に取り組み前の対応
１　贈与をする前の確認事項
子に財産を贈与するときや相続させるときには，男子だけ，女子だけ，又は男子
と女子の組み合わせ，その続柄，性格，職業，財産に関しての関心度，管理能力，
運用能力，子が今後の生活基盤をどのように組み立てていくのか，また本人自身で
調達できるのか，親が若干の援助をする必要があるかどうか，さらに結婚していれ
ば夫又は妻とその子の家族構成などの状況を前提として，長男にはこの財産，他家
に嫁した長女にはこの財産，独立して将来を切り開いていかなければならない次男
にはこの財産，妻には老後の生活安定のために居住用財産と生活資金となる金融資
産という具合に贈与ないしは相続させることになるのでしょう。
このような人と人の関係を前提とした財産移転であることがまず重要なのであっ
て，税金を軽減するのみを目的とした財産移転の場合には，その後の状況の変化に
対応することができないし，相続人間のトラブルを生む原因となるでしょう。
財産の生前における贈与による移転は，贈与等により財産を承継取得する推定相
続人の地位，職業，性別，生活能力，生活環境，家族関係，経済的判断能力，管理
能力などに見合ったもので，さらに将来の生活の安定と維持にとって有効となるよ
う設計すべきものです。また財産そのものもその効用を 100％発揮するような状況
となるように相続対策を実行すべきものです。
これらのことを踏まえて将来の対策を検討することになりますが，相続税対策の目
的を将来の相続税の負担軽減に置く場合には，いわゆる暦年課税による贈与税負担
を想定の上次のような対策が基本的な手法です。
すなわち，相続税は最終的に金額として算定しますから，その引き下げは，その基と
なる財産の減少及び財産の価額の引き下げを図ることにより目的を達成します。

２　主な基本的対応
⑴ 財産の減少（数量）対策
イ 生前贈与の分岐点以下による相続人に対する収益資産の生前贈与による財
産の移転と所得の分散
ロ 贈与税の各種特例制度を活用した生前贈与
贈与税の配偶者控除，住宅取得等資金，信託制度を利用した教育資金又は結

婚・子育て資金の贈与，負担付贈与，基礎控除の活用による連年贈与
ハ 農地等，非上場株式，個人の事業用資産の納税猶予制度
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ニ　売却又は交換による財産の組み替え
⑵　財産運用による評価額の引下げ
イ　自用地の貸家建付地への転用
ロ　借地権（定期借地権，同族会社への無償返還制度を活用した有償賃貸など）
を設定しての貸付け
ハ　金融資産の不動産への転換
ニ　金融資産により取得した不動産の同族会社への現物出資
ホ　未利用地の売却資金による事業用財産の取得
ヘ　賃貸不動産の法人への転貸
⑶　債務と評価額との開差の活用
借入金による居住用不動産，事業用不動産などの購入，貸家建付地への転用

⑷　非課税財産の利用
死亡保険金，死亡退職金，公益法人などへの相続財産の贈与

⑸　特例制度との関係，評価の減少を想定した財産移転，運用
小規模宅地等の減額特例，農地，非上場株式の納税猶予又は個人の事業用資産
の納税猶予，宅地の分割
⑹　将来の納税方法の検討
イ　延納の場合の市中金利との比較，物納によるメリット，デメリットの判断
ロ　将来の相続開始時の納税資金の生前における蓄積と生命保険の活用

３　税理士の関わり方
税理士がかかわる将来の相続税に対する相談への取組は，次の視点に立脚したも
のでなければなりません。
⑴　税理士の業務の一つは，税務相談を受任することである。税務相談がコンサ
ルティングとは異なる税理士法に規定する業務であることを認識すべきです。
⑵　税理士として毅然な態度で意見表明をすべきであります。
金融機関，建築業者，コンサルティング会社からの提案等は，節税を商品と
したものであり，資産の振替や返済を考慮しない過大な債務による資産の取得，
将来の相続に問題を残すことが多いようです。
⑶　税だけが判断基準ではありません。税理士は，家族の幸せな関係が将来に
渡って継続することが第一義であることを立ち位置とすることが重要です。
⑷　自然体が唯一の判断基準であること。
⑸　依頼者の真の狙いは，どこにあるかを追求すること。
⑹　家族にわかりやすいシンプルな手法・対応が重要であり，将来にリスクを残
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さないこと。
⑺　依頼者の希望を第三者の視点で見ること。　

Ⅱ　個人財産の確認
生前に相続税への対応を検討する前提として，まず自分が所有する財産である土
地，建物，有価証券，預貯金，貴金属，ゴルフ会員権などを確認することが必要です。
土地といっても，居住用宅地もあれば，個人事業主の事業用宅地もあります。ア
パート経営など不動産賃貸を行なっていれば貸家建付地があります。空閑地を駐車
場として貸し付けていれば雑種地となります。同族会社の経営者が自分の建物を会
社へ貸し付けていればその宅地は貸家建付地となります。
さらに，農業経営の場合の田・畑は農地となります。このように土地といっても簡
単に扱えません。
そこで，その所有する財産について，関係書類により把握し，それぞれの財産の
種類ごとにその用途，利用状況を踏まえた使用収益の有無，管理等の状況を確認す
る必要があります。 
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Ⅲ　令和５年度改正内容の確認 
　令和５年度の相続・贈与税の改正について，税制改正大綱（令和４年 12月 16
日）では「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」を実現するために，
「資産の再分配機能の確保を図りつつ，資産の早期の世代間移転を促進する観点か
ら，生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう，諸外国の制度
も参考にしつつ，資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築していく必要が
ある。」との答申を行なった。
この改正の概要は，「暦年課税における相続前贈与の加算」，「相続時精算課税制度
の使い勝手向上」及び「贈与税の非課税措置」を中心としたものです。

１　暦年課税制度の贈与と相続税への加算期間の改正（相法 19）
⑴　暦年課税制度の概要（相法 21の 2～21 の 8）
暦年課税制度による贈与税は，一暦年の個人から贈与により取得した財産の価
額の合計額を基礎として，次により計算した金額により課税する財産税です。

（注）贈与税の配偶者控除は，婚姻期間 20年以上の配偶者間における居住用不動産等の
贈与で一定の要件に該当するものについて，その年分の課税価格から 2,000 万円を限
度として控除する特例です。

⑵　生前贈与財産を相続税の課税価格に合算する趣旨
贈与税は，相続税の補完税としての役割をもつものであり，可能であれば，
贈与税の負担は，可及的にその者の相続税の負担と等しくすることが望ましい。
この意味においては、その者が一生を通じて被相続人から贈与により取得した
財産の価額を累積し，これを相続財産の価額に加算して相続税額を計算するこ
とが考えられるが，そのようなことは理想であつて，到底実現することはでき
ない。そこで税務執行の上に可能な限り，被相続人の生前の贈与財産を相続財
産に取り込んで相続税額を計算するのである（桜井四郎著　「相続税」昭和 34
年）。

（その年分の贈与税の課税価格－配偶者控除額（注）－110 万円）×贈与税の
税率＝贈与税額
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⑶　生前贈与加算制度の改正（相法 19）
イ　課税価格への加算
個人による生前贈与財産について，相続又は遺贈により財産を取得した者
が，その相続の開始前７年以内（改正前：３年以内）にその相続に係る被相続
人から贈与により財産を取得したことがある場合には，その贈与により取得し
た財産の価額（贈与財産のうち相続の開始前３年以内に贈与により取得した財
産以外の財産については，贈与財産の価額の合計額から100万円を控除した残
額（注））を相続税の課税価格に加算します。
生前贈与加算の適用を受ける者は，被相続人から生前に贈与（みなし贈与を
含む。）により財産を取得している者で，今回の相続の開始により財産を取得し
ている者をいい，具体的には次の者をいいます。
①　本来の財産を取得した者
②　みなし財産のみを取得した者
③　非課税財産のみを取得した者
④　債務控除後の金額がゼロ又はマイナスの者
（注）相続税の課税価格に加算する生前贈与財産の価額は次により計算した金
額となります。
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（注）この改正は，令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る相
続税について適用します。

なお，生前贈与加算の期間は順次延長され，加算期間が７年になるのは令和
13（2031年）年 1月以降からとなります。

（注）相続開始日と加算対象期間

相続開始前3年以内の贈与財産の合計額＋（相続開始前４年以降７年以内の贈
与財産の合計額－100万円）＝生前贈与加算額

相続開始の日 加算対象期間（各年の応答日まで）
令和 9年 12月 31 日まで 令和 8年 7年６年の 3年間
令和 10年 12 月 31 日まで 令和 9年 8年 7年６年の 4年間
令和 11年 12 月 31 日まで 令和 10年 9年 8年 7年６年の 5年間
令和 12年 12 月 31 日まで 令和 11年 10 年 9年 8年 7年６年の 6年間
令和 13年 1月１日以降 令和 12年 11 年 10 年 9年 8年 7年６年の７年間
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ロ　贈与税額控除（相令 4）
生前贈与財産が相続税の課税価格に加算された場合には，その贈与財産に
対してその贈与があった年に贈与税が課税されていることから，相続税と贈
与税の二重課税となるため既に課された贈与税額を相続税額から控除する必
要があります。
この場合の相続税額から控除する贈与税額は，相続開始前 7年間の加算対
象財産について，4年目から 7年目までの 100 万円控除はなかったものとし
てその年分の贈与税額のうち次により計算した金額となります。

（注）贈与税は贈与があった年の財産を合計して計算することから，相続開始前４年
以前の贈与財産については，100 万円を控除する前のその年分の贈与財産の価額に
よります。

【対応】
１　配偶者間における贈与税の配偶者控除による生前贈与
２　計画的な生前贈与のための生前贈与分岐点の確認（後掲）
３　相続人の全ての事情と贈与者の現状と将来を見据えた目的財産の対象者への
暦年贈与と年数
４　相続開始において，相続放棄をすることによる生前贈与加算の適用除外
５　親名義による財産（土地・建物・動産）の取得と子への使用貸借による利用

その年分の贈与税額×
課税価格に加算された贈与財産の価額（注）

＝贈与税額控除額その年分の課税価格の合計額
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２　相続時精算課税制度の見直し（相法 21の９～21の 18）
⑴　相続時精算課税制度の概要（相法 21の 9，21の 10）
相続次精算課税制度は，贈与により財産を取得した者がその贈与者（特定贈
与者という。）の推定相続人でその特定贈与者の直系卑属である者のうちその年
１月１日において 18歳以上（創設時 20歳以上）であるものであり，かつ，そ
の特定贈与者が同日におい 60歳以上（創設時 65歳以上）の者である場合に
は，その贈与により財産を取得した者に係る贈与税については，その特定贈与
者毎に課税価格の合計額から 2,500 万円までの特定控除額を控除して贈与税を
計算します。

⑵　相続時精算課税に係る基礎控除と特別控除額（相法 21の 11，21の 11の 2）
イ　相続時精算課税に係る基礎控除
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るそ
の年分の贈与税については，現行の暦年課税制度における基礎控除とは別途，
課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに，特定贈与者
の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされるその特定贈与者から贈与によ
り取得した財産の価額は，上記の控除をした後の残額とします。
この場合において，その年中において二人以上の特定贈与者から贈与を受け
た場合における上記の控除額は，特定贈与者毎に次の算式により計算した金
額となります（相令 5の 2）。

【事例】
１　特定贈与者からの贈与
祖父　　　400 万円

　　父　　　　600 万円
２　計算
⑴　基礎控除額
祖父贈与分　　110 万円×400/1,000 ＝ 44 万円
父贈与分　　　110 万円×600/1,000 ＝ 66 万円

⑵　精算課税対象財産
　祖父　　　　　400 万円－44万円＝ 356 万円
　父　　　　　　600 万円－66万円＝ 534 万円　　
ロ　相続時精算課税に係る特別控除額

相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取

110 万円× 特定贈与者の課税価格 ＝課税価格からの控除額その年分の特定贈与者の課税価格の合計額
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得した財産に係るその年分の贈与税については，特定贈与者ごとの 110 万円
相当額控除後の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれ
か低い金額を控除します。
①　2,500 万円－既控除額
②　特定贈与者ごとの 110万円相当額控除顔の贈与税の課税価格

【事例】
１　父から 2,610 万円の贈与を１回で受けた場合
　　特別控除額 2,500 万円 =（2,610 万円－110 万円）　よって　2,500 万円
２　父から 2,110 万円の贈与を１回で受けた場合
　　特別控除額 2,500 万円＞（2,110 万円－110 万円）　よって　2,000 万円
３　父から 3,110 万円の贈与を１回で受けた場合
　　特別控除額 2,500 万円＜（3,110 万円－110 万円）　よって　2,500 万円
（注）上記の改正は，令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る相
続税又は贈与税について適用します。

⑶　相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は
建物がその贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限
までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には，相続税の課税価格への加
算等の基礎となる土地又は建物の価額は，贈与の時における価額からその災害に
よって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とします。
（注）上記の改正は，令和６年１月１日以後に生ずる災害により被害を受ける場
合について適用します。

【対応】
１　既精算課税対象者への 110万円までの連年贈与
２　新規精算課税選択者の 2,610 万円までの贈与とその後の 110万円までの連年
贈与
３　遺言に代わる精算課税による財産の相続人への贈与による対応
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３　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
⑴　教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の概要（措法 70の２の 2）
平成 25年４月１日から令和５年 3月 31日までの間に，30歳未満の受贈者
が，教育資金に充てるため，金融機関等との一定の契約に基づき，受贈者の直
系尊属（祖父母など）から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与に
より取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得
した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には，その信託受益権等の
価額のうち 1,500 万円までの金額に相当する部分の価額については，金融機関
等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより，受贈者
の贈与税が非課税となります。
なお，契約期間中に贈与者が死亡した場合には，原則としてその死亡日にお
ける非課税拠出額から教育資金支出額 （学校等以外の者に支払われる金銭につ
いては，500 万円を限度とします。）を控除した残額のうち，一定の計算をした
金額（以下「管理残額」，という。）を，贈与者から相続等により取得したこと
として相続税の課税対象となります。
また，教育資金口座に係る契約が終了した場合には，非課税拠出額から教育
資金支出額を控除（管理残額がある場合には、管理残額も控除する。）した残額
があるときは，その残額はその契約終了時に贈与があったこととして贈与税の
課税対象となります。

⑵　改正概要
令和 5年税制改正で次の措置を講じた上，その適用期限が３年延長されます。
イ　信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死
亡した場合において，贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が５億円
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を超えるときは，受贈者が 23 歳未満である場合等であっても，その死亡の日
における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を，受贈者が贈与者
から相続等により取得したものとみなします。
（注）上記の改正は，令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る相
続税について適用します。

ロ　受贈者が 30 歳に達した場合等において，非課税拠出額から教育資金支出額
を控除した残額に贈与税が課されるときは，一般税率を適用します。
（注）この改正は，令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る贈与
税について適用します。

４　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
⑴　結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の概要（措法 72の２
の 3）
 平成 27年４月１日から令和５年３月 31日までの間に，20歳以上 50歳未
満受贈者が，結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基
づき，受贈者の直系尊属から①信託受益権を付与された場合，②書面による贈
与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により
取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合（以下「結婚・子育て
資金口座の開設等」という。）には，信託受益権又は金銭等の価額のうち 1,000
万円までの金額に相当する部分の価額については，金融機関等の営業所等を経
由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税と
なります。
この契約期間中に贈与者が死亡した場合には，死亡日における非課税拠出額
から結婚・子育て資金支出額（結婚に際して支払う金銭については，300 万円
を限度とする。）を控除した管理残額を，贈与者から相続等により取得したとし
て相続税の課税対象となります。
また，受贈者が 50歳に達することなどにより，結婚・子育て口座に係る契約
が終了した場合には，非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除（管理
残額がある場合には、管理残額も控除する。）した残額があるときは，その残額
はその契約終了時に贈与があったこととして贈与税の課税対象となります。
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⑵　改正概要
令和 5年税制改正で受贈者が50歳に達した場合等において，非課税拠出額か
ら結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは，一般税率
を適用することとした上，その適用期限を２年延長します。
（注）この改正は，令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税
について適用します。
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Ⅳ　暦年課税における生前贈与分岐点の確認 
１　贈与税における各種制度の確認 
　⑴　暦年課税制度

暦
年
課
税
制
度

非課税財産（相法21の３）

贈与税の配偶者控除
（相法21の６）

農地等を贈与した場合の
贈与税の納税猶予
（措法70の４）

特定障害者に対する贈与税の
非課税財産（相法21の４）

非上場株式等についての
贈与税の納税猶予
（措法70の７）

特例税率適用
以外の受贈者

一般税率
（相法21の7）

医療法人の持分に係る経済的利益
についての贈与税の納税猶予及び

免除（措法70の７の5）

直系尊属から教育資金の一括贈与
を受けた場合の贈与税の非課税

（措法70の２の2）

直系尊属から住宅取得資金の贈与
を受けた場合の贈与税の非課税
（措法70の２，70の3）

直系尊属から結婚・子育て資金の一括
贈与を受けた場合の贈与税の非課税

（措法70の２の3）

贈与税の基礎控除の特例
（措法70の2の4）

個人の事業用資産についての
贈与税の納税猶予
（措法70の６の８）

直系尊属から18歳以上の直系卑属
に対する贈与に係る特例税率

（措法70の２の5）
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⑵　相続時精算課税制度

相
続
時
精
算
課
税
制
度

60歳以上の特定贈与者
（相法21の９）

非課税財産（相法21の３）

特定障害者に対する
贈与税の非課税（相法21の４）

相続時精算課税等に係る贈与税の
申告内容の開示等（相法49）

精算課税に係る特別控除
（相法21の12）

税率（相法21の13）

18歳以上の受贈者（相法21の９）

直系尊属から住宅取得資金の贈与
を受けた場合の贈与税の非課税
（措法70の２，70の3）

農地等を贈与した場合の
贈与税の納税猶予
（措法70の４）

非上場株式等についての
贈与税の納税猶予
（措法70の７）

医療法人の持分に係る経済的利益
についての贈与税の納税猶予及び

免除（措法70の７の5）

個人の事業用資産についての
贈与税の納税猶予
（措法70の６の８）

精算課税に係る基礎控除
（相法21の11の2）

２　生前における財産移転

譲　　渡

通常贈与
暦年課税選択

納税猶予
暦年課税選択

生
前
の
財
産
移
転

精算課税選択

農　地　等

個人事業用資産

非上場株式等

医療法人持分

精算課税選択
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3　譲渡と贈与の選択
⑴　譲渡
財産を相続人へ移転する方法の一つに譲渡があります。つまり，父親の財産を有償
で子へ譲渡し，現金で決済する方法です。
この譲渡に当たっては，その財産の譲渡対価をいくらとするのか，また財産を買い
受ける相続人である子がどのようにその資金を調達したらよいのか，さらに財産を譲
渡した親の譲渡所得に対する税金と納税後の手元資金をどのように処理するのかな
どの問題があります。
イ　資金調達の問題と譲渡代金の処分

　

自己資金

金融機関
からの借入

会社からの借入

親族からの借入

譲

渡

代

金

譲渡益

取得費

所得税・住民税
（20.315％）

手元現金
(79.685％)

相続開始
までに対応

返
済
へ
の
対
応

＜取得者の検討＞＜譲渡者の対応＞

親から子への株式や不動産などの財産を移転する方法には，譲渡と贈与が
あります。譲渡の場合には譲渡所得が親に発生しますから譲渡所得に対す
る所得税等の納税は親がすることになります。一方，贈与の場合には財産を
貰った子が贈与税の納税をすることとなります。
譲渡をした場合にその譲渡代金は子から親へ流れ，譲渡代金は一部が税金

として国や地方へ納付され，納付後の残金は親の手元に残ります。この親の
手元に残った現金をどのように処理するかが次の問題となります。
つまり，親の手元に残る資金をそのまま相続時まで留保した場合には，子

への譲渡は相続対策になっていないこととなります。将来の相続を思えば
手元に残った資金を連年贈与により子に移転させることで対応することと
ならざるを得ません。そうすると，親から子へ目的の資産は移転したが，そ
の対価の額の整理に当たって，新たに贈与税の負担が生ずることとなりま
す。
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世間では贈与税は高すぎる税金だからもっと減税してほしいと要求して
いますが，1,000 万円の株式を一括贈与で受けた場合には 177 万円（特例税
率）の負担で取得できるのであり，5年間の分割贈与であれば45万円，10年
間の分割贈与であれば贈与税なしで取得できます，つまりこれらの負担で売
買できるということになります。このような見方，つまり贈与税額で売買す
ると考えれば贈与税ほど安い買い物はないといえるわけです。
結論は，親子間の財産の移転は，譲渡ではなく，贈与によるべきといえま

す。
譲渡と贈与の税負担比較表

⑵　贈与（暦年課税制度における事前の財産移転の目的）
イ　現時点において贈与することが得策か，将来の相続まで留保しておくべき
か，
ロ　相続開始の時点で誰に承継させるか，
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ハ　取引相場のない株式の発行会社を経営している場合又は個人で事業経営
をしている場合に，誰に事業を引き継がせるか，
ニ　会社経営の場合に経営移譲のために贈与する株式の数量と期間はどの程
度に設定すべきか，
ホ　個人経営の場合に事業主の変更のみとするのか，事業用資産も一括して移
転するのか，
へ　生前贈与実行後の贈与税，収益資産の贈与後の親及び子の所得税の納税額
についてその納税資金をどのように手当するか，
ト　生前贈与後の残余財産の相続時における遺産分割のトラブルを回避する
ために遺言すべきか，
チ　死因贈与契約書を締結しておくことが必要かどうか，又は相続時精算課税
制度を利用して財産を生前に帰属させてしまうかどうか，
リ　相続税の納税のために準備すべき財産は金融資産等による金銭納付か，不
動産による物納か，さらに生命保険等による納税資金確保が必要かどうか，
などを検討する必要があります。

⑶　暦年課税制度における財産の確認と生前贈与分岐点による贈与の判断
推定相続人及び所有財産が確認し，次に所有財産を評価し，その評価額を基
として現時点の相続税の総額と暦年課税による生前贈与の分岐点となる財産
額を計算します。この贈与分岐点の範囲内で生前贈与計画を立てることが賢
い対策となります。
推定相続税額の計算に当たって注意したいのは，各種財産の評価は財産評価
基本通達による評価額をベースとすることであり，小規模宅地等の減額特例な
どの特例制度を適用しないところで推定相続税額を計算することです。
しかしながら，特例計算を一切排除してしまうと将来を予測するための判断
基準を提供していないこととなりますので，原則計算と合わせて現時点におい
て特例計算を適用した場合の推定相続税額も提供する必要があります。
生前贈与の分岐点は，現時点における推定相続税額及びその実効税率とこの
相続税の実効税率に対応する贈与税の税率及び速算控除額との組み合わせで
計算します。
相続税の総額 ＝相続税の負担率 贈与税額 ＝贈与税の負担率課税価格の合計額 課税価格－110 万円
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（注）暦年課税制度における贈与税負担率（特例税率）

４　暦年課税制度による具体的計算
⑴　法定相続人と財産の確認
　イ　推定相続人（配偶者・子）及びその家族の確認

ロ　財産の確認
①　土地
⑴　居住用宅地　　330㎡　　19,800 千円
⑵　事業用宅地　　400㎡　　80,000 千円
⑶　貸家建付地　①　200㎡　6,320 千円

②　200㎡　5,925 千円
③　200㎡　5,530 千円

②　家屋
⑴　居住用　　　6,000 千円
⑵　事業用　　　8.600 千円
⑶　賃貸用　①　5,600 千円（年間賃貸利益金額 3,600 千円）

②　5,250 千円（年間賃貸利益金額 3,300 千円）
③　4,900 千円（年間賃貸利益金額 3,000 千円）

分母の贈与税の税率に係る速算控除額
＋ 110 万円＝生前贈与贈与分岐点相続税の負担率となる場合の贈与税の税率

－相続税の負担率

贈与税負担率
（①）

①の負担率となる場合の
基礎控除後の財産額

①の計算に適用
される税率（②）

②に対する速算
控除額（③）

10％以下 200 万円以下 10％ ０
10.1％ ～ 12.5％ 400 万円以下 15％ 100,000 円
12.6％ ～ 15.0％ 600 万円以下 20％ 300,000 円
15.1％ ～ 21.0％ 1,000 万円以下 30％ 900,000 円
21.1％ ～ 27.3％ 1,500 万円以下 40％ 1,900,000 円
27.4％ ～ 36.17％ 3,000 万円以下 45％ 2,650,000 円
36.18％ ～ 40.78％ 4,500 万円以下 50％ 4,150,000 円
40.79％以上 4,500 万円　超 55％ 6,400,000 円

名　　前 続　　柄 生年月日 年齢 職業等
甲野花子 配偶者 昭和 30年１月７日   
甲野一郎 長男 昭和 56年３月２日   
甲野桃子 長女 昭和 57年 9月 9日   
甲野次郎 次男 昭和 59年６月 6日   
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③　有価証券
⑴　上場株式　　41,920 千円
⑵　同族会社株式　１万株　80,000 千円
④　預貯金
⑴　定期預金　4口　111,100 千円
⑵　普通預金　　14,055 千円
⑤　家庭用財産その他　5,000 千円
ハ　贈与者本人の年間課税総所得金額　　24,000 千円
⑵　財産総額と生前贈与分岐点の計算　
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⑶　対応（相続人の全ての事情と贈与者の現状と将来を見据えた目的財産の対象
者への暦年贈与）
イ　財産別推定相続税負担額計算
①　すべての財産を相続税評価額で算定し，小規模宅地等の減額などの特例
を適用しない計算

②　配偶者が贈与税の配偶者控除の適用により居住用宅地及び居宅を生前贈
与により取得した場合の計算
【計算①】
１　居住用財産の贈与（贈与税の配偶者控除の適用）による贈与税額
（19,800 千円＋ 6,000 千円）－20,000 千円－1,100 千円＝ 4,700 千円
4,700 千円×30％－650 千円＝ 760,000 円
※760,000 円÷4,700,000 円＝ 16.17％
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【計算②】①適用後の各財産ごとの相続税負担額

21



③　生前に居住用財産の贈与をせず，相続開始の際に配偶者が居住用財産，貸
家①とその敷地，定期預金6,000万円及び上場株式2,000万円を取得し，長
男が事業承継して特定事業用宅地等の適用を選択する場合（小規模宅地等の
減額などの特例を適用し，かつ配偶者に対する相続税額の軽減の適用）
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④　次男が非上場株式について贈与税の納税猶予の適用を受け，相続開始時に
相続税の納税猶予の適用を受け，その他の財産を次のとおり取得する予定の
場合
　㋑　配偶者　居住用財産を含め 101,880 千円（小規模宅地等の適用後）
㋺　長男　　事業用宅地を含め   76,360 千円（小規模宅地等の適用後）
㋩　次男　　非上場株式を含め 100,000 千円
㋥　長女　　41,920 千円
⒜　贈与税の納税猶予税額の計算（相続時精算課税制度選択）
（80,000 千円－25,000 千円）×20％＝ 11,000 千円

⒝　相続開始時の相続税額（納付税額と納税猶予額）
　ⓐ　贈与税の納税猶予税額の免除　11,000,000 円
　ⓑ　相続税の納税猶予税額及び納付税額
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⑤　収益不動産の贈与
生前に長女（年間給与収入金額 60万円）に対して賃貸建物②を贈与し，敷

地は継続保有
㋑　分岐点との比較

10,850,812 円＞ 5,250 千円
㋺　贈与税額
（5,250 千円－1,100 千円）×20％－300 千円＝ 530,000 円
※　負担率　530,000 円÷4,150 千円＝ 12.7％

㋩　贈与後の推定相続税額
⒜　推定財産総額　　394,750 千円
⒝　推定相続税額　　81,261,900 円
⒞　相続税負担率　　20.58％

㋥　贈与者及び受贈者の税負担の増減
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収益資産の分割贈与に係る税負担計算書

５　相続開始時に，相続放棄をすることによる生前贈与加算の適用除外
３の生前贈与が相続開始前７年以内に該当する場合において，相続税の課税価格
への加算の適用除外を選択するには，贈与者の相続開始に伴う相続権を放棄するこ
とが必要となります。ただし，納税猶予制度の適用を受けている場合には，その適
用対象とされる非上場株式，事業用資産等は遺贈により取得したものとみなされて
相続税の課税対象となることに注意してください。

６　将来の相続税の納税資金の確保
生前において，分岐点を活用して贈与を実行している場合であっても財産移転に
は限界があります。その結果，相続開始までに対応できなかった財産に対して相続
税が課税されます。この相続税の納税資金を生前贈与と合わせて準備しておくこ
とが必要となります。
納税資金調達に関して，相続開始時点における金融資産で充分納税可能であれ
ば生前に特別の対応は必要ないのですが，現実には相続財産が換金性の乏しい不
動産や同族会社の株式などに集中しているようなケースが多いことから，生前に

贈与資産の評価計算 ① 貸　　　家　　5,250,000 円
贈与財産可能額
の計算 ② １　相続税負担率に対応する生前贈与分岐点   　　10,850,812 円

２　贈与対象財産額　　5,250,000 円

贈与税額と
所得金額の計算 ③

贈与税額の計算 所得金額
（5,250千円－1,100千円）×20％－300
千円＝ 530,000 円 貸家②　3,300 千円

贈与後の推定
相続税額と軽減額 ④

１　課税価格の合計額（400,000 千円－ 5,250 千円）＝ 394,750 千円
２　相続税の総額　　81,261,900 円
３　贈与前相続税額　83,099,400 円
４　相続税軽減額　　1,837,500 円

　贈与後の所得税・
住民税等の計算 ⑤

受贈者 贈与者

贈与前 長女　０ 贈与前
24,000 千円×50.84％
－ 2,796 千円＝
9,405,600 円

贈与後
長女　（3,300千円－480千
円）×20.21％－ 97,500 円
＝ 472,400 円

贈与後

(24,000 千円－ 3,300
千円)×43.69％－
1,536,000 円
＝ 7,507,800 円

差額 472,400 円増 差額 1,897,800 円減

全体の推定税負担
軽減額（③－④－⑤）⑥

530,000 円－ 1,837,500 円＋ 472,400 円－ 1,897,800 円＝ 2,732,900
円減
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おける対策として下記の生命保険を活用した納税資金の蓄積のほか，延納，自己
株式及び土地の処分と物納の組み合わせが必要となりましょう。

取得予定財産額
　　　　　　　円
推定納税額　Ｔ
　　　　　　　円　　

金銭準備額　Ｍ
（①+②+③）

①　取得金融資産
　　　　　　　　　円
②　相続財産売却
　　　　　　　　　円
③　本人所有金融資産
　　　　　　　　　円
　債務弁済予定額　N
　　　　　　　円

要納税資金調達額
（Ｔ－（Ｍ－N））
　　　　　　　　　円

保険加入必要額※
　　　　　　　　円

死亡退職金見込額
　　　　　　　　円

相続後の賃貸収入等
　　　　　　　　円

取得不動産
　　　　　　　　円

延納
申請

一

時

納

付

額

物納
検討

M－N

相続人ごとの

被相続人を被保険者・
保険料負担者とする生命保険契約

推定相続人を被保険者・
被相続人が保険料負担者とする生命保険契約

被相続人を被保険者・被相続人以外の者を契約者
被相続人から生命保険料の月単位の生前贈与※

保険加入必要額※
　　　　　　　　円

死亡保険金額
　　　　　円

解約返戻金
　　　　　円

死亡保険金額
　　　　　円

一時所得

相続人ごとの
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親
被保険者 生命保険会社

子
契約者

銀行
子名義の
預金口座

口座開設

保険契約締結

契約者

毎月保険料振替 保険料振込

※
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Ⅴ　ケース別対応
１　法人と個人事業者の事業承継への対応
⑴　事業承継の類型

親族内承継

従業員等（非親
族）への承継・外
部からの採用

Ｍ＆Ａ

事業譲渡

事
業
承
継
の
類
型

⑵　事業を親族が継続するか，廃業するかの選択
＜法人＞

事業を継続

承継する親族
M＆Aを予定

将来清算を予定

第三者を予定

する予定

後継者確定

個人へ変更

承継する意志

あり
なし

あり

しない

事業譲渡を予定
なしなし
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＜個人＞

事業を継続

承継する親族

廃業を予定

第三者を予定

する予定

後継者確定

承継する意志

あり

あり

しない

なし

賃貸 譲渡

事業用資産
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事
業
主
変
更

棚卸資産の贈与

債権債務の承継

旧事業主

後

継

者

後継者

所得税法56同一生計

別生計

特定事業用宅地等
措法69の４

所得税法36

所得税法37

２　事業の親族外による承継
⑴　親族外承継の検討

従業員等（非親
族）への承継・
外部からの採用

１　事業関係者の理解
　事業承継計画の公表・説明
　現経営者及び親族の理解・同意
　経営体制の整備・改善
２　後継者の教育
　会社の概要の把握・理解
　社内における様々な教育
　社外教育機関での教育
３　株式の分配
　後継予定者への株式の移転と資金手当
　種類株式の活用
４　代表者の個人保証，担保の処理

⑵　Ｍ＆Ａ

Ｍ＆Ａ

１　Ｍ＆Ａに対する経営陣の理解
２　仲介機関の選定と相談
３　会社売却価値の算定と会社価値の引
　上げのための経営対応
４　Ｍ＆Ａに対する利害関係者の理解
５　Ｍ＆Ａの実行
６　税務上の問題
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⑶　事業譲渡

事業譲渡

１　事業全体の譲渡（個人事業向け）　　　
　　事業用資産（得意先，棚卸資産，諸
　設備，知的財産権など）の全体を譲渡
　できるが，その価額の合意が困難，簿
　外債務等の承継はない。
２　特定事業の譲渡(法人の一部事業向け)
　　特定事業が分離され，譲渡対象資産　
　を特定でき，法人の一部事業の譲渡に
　適合

３　事業承継における確認事項
⑴　会社における確認
イ　株式譲渡制限制度の定款規定の確認
(株式の譲渡制限)
第 7条　当会社の発行する株式の譲渡による取得については，取締役の
承認を受けなければならない。

ロ　会社法における種類株式の確認

　ハ　相続人への売渡し請求規定の確認
(相続人等に対する売渡請求)
第 8条　当会社は，相続，合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限

の付された株式を取得した者に対し，当該株式を当会社に売り渡す
ことを請 求することができる。

相続人への売渡し請求の事業承継における効果は，相続等の一般承継に
よって取得された株式について会社が売渡請求できる旨を定款で定めておき，
事業に携わらない者が相続によって取得した株式に対して売渡請求を行うこ
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とにより株式の分散を防止し，さらに会社経営に望ましくない相続人や他の
法人から会社を守ことが可能となります。
ニ　株式評価額の確認

　

大会社

中会社

小会社

一般
の評
価会
社

特定
の評
価会
社

類似業種比準方式

純資産価額方式

併用方式

純資産価額方式

株式保有特定会社

その他特定会社

（S1+S2）方式

純資産価額方式

ホ　納税猶予制度の比較検討
①　円滑化法と納税猶予の相関関係（中小企業庁）

２　民法の特例
　◇　一定の要件を満たす後継者が，遺留分権利者全員との合意及び所定
　　の手続（経済産業大臣の確認。家庭裁判所の許可）を経ることを前提
　　に，以下の民法の特例の適用を受けることができる。
　①　生前贈与株式又は個人事業用資産を遺留分の対象からの除外
　　→贈与株式又は個人事業用資産が遺留分減殺請求の対象外となるため
　　相続に伴う株式又は個人事業用資産の分散を未然に防止
　②　生前贈与株式の評価額を予め固定
　　→後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分減殺請求の対象外とな
　　　るため，経営意欲を阻害されない
　◇　手続については，後継者が単独で申立てできることがポイント
　（従来の遺留分放棄は，当事者全員が個別に申立てを行うことが必要）

３　金融支援
◇経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援する
　ため，経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその
　代表者に対して以下の特例を設ける。
①　中小企業信用保険法の特例（対象：中小企業）
②　株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公
　　庫法の特例（対象：中小企業者の代表者）
　　　親族外承継や個人事業主の事業承継を含め，以下の
　　　ような幅広い資金ニーズに対応
　　　・株式，事業用資産の取得資金
　　　・信用力の低下時の運転資金
　　　・相続税負担

事業承継の円滑化

地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続

１　相続税の課税についての措置

政府が，平成20年度中に，相続税について
必要な措置を講ずる旨を規定

非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の創設
平成21年度の通常国会に税法の一部改正案を提出し，可決成立。
円滑化法の施行日（平成20年10月1日）より遡及適用
※経済産業大臣の認定を受けた非上場株式等についての課税価格の
　80％に対応する相続税を納税猶予（雇用確保を始めとする５年間
　の事業計測が要件）
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②　事業承継の選択肢

選択しない

納税猶予制度を選択するかどうか

選択する

暦年
課税制度

一般措置 特例措置

円滑化法に
よる認定

暦年課
税制度

精算
課税制度

譲　渡 生前
贈与

特例承継計画
による確認

円滑化法に
よる認定

精算
課税制度

暦年
課税制度

相　続

平成30年4月1日から
令和６年3月31日まで

分割贈与

事業承継への事前対応と承継者の決定等

個人事業用資産

個人事業承継
計画による確認

平成31年4月1日から
令和６年3月31日まで

円滑化法に
よる認定

精算
課税制度

株式

遺留分の民法
特例の確認・説明

納税猶予の
各種リスクの説明

限度
2/3

贈与：翌年１月15日まで
相続：開始後８ヶ月以内

認定申請

③　親族内承継における遺留分に関する民法特例の推定相続人全員への説明
一般に生前における財産の移転及び相続開始に際して死因贈与又は遺贈

による財産の移転は，特定の推定相続人に対する優先的な財産処分であり，
これを原因とした遺留分の侵害となり，相続人間における紛争が起き，遺留
分侵害額請求事案となることが想定されます。
同族会社，個人事業，不動産賃貸事業などの事業承継のために予定される

財産の生前贈与，死因贈与又は遺贈による財産処分が遺留分侵害となるかど
うかを事前に調査，確認しておく必要があります。
非上場株式又は個人の事業用財産の生前贈与による納税猶予制度を選択

するに当たっては，将来の相続開始時における遺留分侵害に対処するため，
事前に民法特例の内容と手続きを説明することが必要です。
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㋑　除外合意（法人及び個人に適用）（円滑化法４①一，③）

　　　

生前贈与

会社の株式
個人事業用財産

暦年課税に
よる贈与税

精算課税に
よる贈与税

納税猶予に
よる贈与税

民法特例対象

通
常
の
贈
与

株式
事業用財産

遺

産

持戻し
しない

遺留分
算定基
礎財産

相続開始
×

㋺　固定合意（個人の納税猶予適用除外）　（円滑化法４①二）

　　　

生前贈与

会社の株式

暦年課税に
よる贈与税

精算課税に
よる贈与税

納税猶予に
よる贈与税

民法特例対象

通
常
の
贈
与

株式

遺

産

贈与時
評価額

遺留分
算定基
礎財産

相続開始
×

へ　選択後のリスク（納税猶予の期限の確定）の確認
㋑　特例選択後５年間（経営承継期間内）のリスク
⒜　代表者の辞任（猶予税額の全部納付）
⒝　一般措置は従業員数の平均雇用割合 80％未満となった場合（同上），
特例措置については 80％の雇用確保ができなった場合には，その理由
書を都道府県知事に提出して確認を受けることによる継続
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⒞　同族関係者全員の議決権過半数以下（同上）
⒟　同族株主による筆頭株主の交代（同上）
⒠　株式等の一部譲渡又は贈与（以下「譲渡等」）（同上）
⒡　株式等の全部譲渡等（同上）
⒢　会社分割又は組織変更（同上）
⒣　解散又はみなし解散（同上）
⒤　資産保有会社又は資産運用会社（同上）
⒥　主たる事業活動収入ゼロ（同上）
⒦　減資又は準備金減少（同上）
⒧　納税猶予の任意廃止（同上）
⒨　合併（適格合併等を除く。）による消滅（同上）
⒩　株式交換等（適格交換等を除く。）による完全子会社化（同上）
⒪　株式等の公開（同上）
⒫　風俗営業会社への移行（同上）
⒬　円滑な事業運営の支障懸念（同上）
⒭　代表者辞任に伴い納税猶予に係る株式贈与をした場合（猶予税額の
一部納付）
⒮　適格合併又は適格交換等により，吸収合併存続会社等から株式以外
の資産の交付を受けた場合（猶予税額の一部納付）

㋺　特例選択後５年（経営承継期間）経過後のリスク
⒜　株式等の全部譲渡等（猶予税額の全部納付）
⒝　解散又はみなし解散（猶予税額の全部納付）
⒞　資産保有会社又は資産運用会社（猶予税額の全部納付）
⒟　主たる事業活動収入ゼロ（猶予税額の全部納付）
⒠　減資又は準備金減少（猶予税額の全部納付）
⒡　納税猶予の任意廃止（猶予税額の全部納付）
⒢　株式等の一部譲渡又は贈与（猶予税額の一部納付）
⒣　合併による消滅（猶予税額の一部納付）
⒤　株式交換等による完全子会社化（猶予税額の一部納付）
⒥　株式配当による会社分割（猶予税額の一部納付）
⒦　株式以外の財産の交付による組織変更（猶予税額の一部納付）

㋩　第三者から贈与を受けた場合の第三者の死亡に係る相続税
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ト　納税猶予申告実績
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チ　非上場株式の納税猶予制度の概要
①　贈与税の特例措置

（拙著　事業承継税制サポートキット　日本法令刊）
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②　相続税の特例措置

（前掲書）
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⑵　個人における確認
イ　個人事業主の交代

ロ　個人の事業用資産に係る納税猶予 
個人の事業用資産の納税猶予制度は，特例事業相続人（受贈者）が，平成
31年１月１日から令和 10年 12 月 31 日までの間に，相続等又は贈与により
特定事業用資産を取得し，事業を継続していく場合には，担保の提供を条件
に，その特例事業相続人（受贈者）が納付すべき相続税額又は贈与税額のう
ち，相続等又は贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相
続税又は贈与税の納税を猶予する制度です。
なお，最初の相続等又は贈与の日から 1年以内に被相続人又は贈与者と生
計を一にする親族から相続等又は贈与により特定事業用資産を取得した場合
も対象となります。
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ハ　贈与税の納税猶予の概要

特定事業用資産
の贈与

先代事業者
（贈与者）

◯土地400㎡まで
◯建物800㎡まで
◯減価償却資産⇨有形減価償却資産
　　　　　　　⇨無形固定資産
　　　　　　　⇨生物　

資産管理事業に該当しないこと
風俗営業に該当しないこと
総収入金額が零でないこと
廃業していないこと
資産を譲渡しないこと

特例事業受贈者

青色申告書
のBSに計上

青色申告を行なっていること
廃業届出書を提出すること
その他

３年以上事業継続

３
年
前

事業従事

５年経過後に，特例受贈事業用資産を
現物出資して会社を設立した場合に
は，後継者によるその株式等の保有を
要件として，納税猶予継続

特例円滑化法認定

資産・事業保有継続要件

５年経過後法人成り

個人事業承継計画
の提出と確認

都道府県知事

贈与前３年以上先代の事業
に従事
開業届書の提出
青色申告を行うこと

個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の概要

同一生計
親族

１年以内

①

②

③ 所轄税務署

期
限
内
申
告 ④

（借入金等事業上債務を含む）

事業継続

（拙著　個人版事業承継税制サポートキット　日本法令刊）
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ニ　相続税の納税猶予の概要

特定事業用資産
の相続

先代事業者
（被相続人）

◯土地400㎡まで
◯建物800㎡まで
◯減価償却資産⇨有形減価償却資産
　　　　　　　⇨無形固定資産
　　　　　　　⇨生物　

資産管理事業に該当しないこと
風俗営業に該当しないこと
総収入金額が零でないこと
廃業していないこと
資産を譲渡しないこと

特例事業相続人等

青色申告書
のBSに計上

青色申告を行なっていること
その他

３年以上事業継続

３
年
前

事業従事

５年経過後に，特例事業用資産を現物
出資して会社を設立した場合には，後
継者によるその株式等の保有を要件と
して，納税猶予継続

特例円滑化法認定

資産・事業保有継続要件

５年経過後法人成り

個人事業承継計画
の提出と確認

都道府県知事

事業継続

相続開始直前に先代の事業
に従事(先代が60歳以上)
開業届出書の提出
青色申告を行うこと

個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の概要

同一生計
親族

１年以内

所轄税務署

期
限
内
申
告

① ③

②

④

（借入金等事業上債務を含む）

（前掲書）
ホ　適用対象特定事業用資産
①　範囲

被相続人又は贈与者（被相続人又は贈与者と生計を一にする配偶者その他
の親族等を含む。）の事業（不動産貸付業，駐車場業及び自転車駐車場業を除
く。）の用に供されていた資産で，被相続人又は贈与者のその年の前年分の
事業所得に係る青色申告書（青色申告特別控除として 65 万円の適用に係る
申告書）の貸対照表に計上されている次に掲げるものをいう（措法70の6の
8②一，70の 6の 10 ②一）。
②　土地等
㋑　宅地等（土地又は土地の上に存する権利）で建物又は構築物（ロの建物
及び構築物を除く。）の敷地の用に供されているもののうち 400㎡以下の
部分をいい，相続税において特定事業用宅地等以外の小規模宅地等の減額
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特例制度の適用を受ける場合には，400㎡からその適用を受ける面積を控
除した面積をいう。なお，宅地等で棚卸資産に該当するものを除き，事業
供用部分に限る。

㋺　⒜　温室その他の建物で，その敷地が耕作の用に供されるもの
⒝　暗渠その他の構築物で，その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜
のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの

③　建物
建物については，その事業の用に供されている建物で，面積 800㎡以下の

部分をいい，建物で棚卸資産に該当するものを除き，事業供用部分に限る。
④　減価償却資産

建物以外の減価償却資産は，次に掲げる資産（主として趣味又は娯楽の
用に供する目的で保有するものを除く。）でその事業の用に供されていた部
分をいう。
㋑　所得税法２①十九に規定する減価償却資産で固定資産の課税対象とさ
れる償却資産（構築物，機械及び装置，船舶，航空機，車両及び運搬具，工
具，器具及び備品）及び無形固定資産，生物

㋺　償却資産については，先代事業者の前年の青色申告決算の貸借対照表に
記載され，かつ，償却資産課税台帳に記載されているものが対象となりま
す。つまり，貸借対照表と償却資産課税台帳の双方に記載されていないと
納税猶予の対象資産とならないということです。

㋩　自動車税・軽自動車税で営業用の標準税率が適用される自動車
㋥　自動車登録規則別表二の乗用車の範囲による番号１（普通貨物車），２
（普通乗合車），４（小型貨物車）及び６（小型貨物車）の自動車
㋭　道路運送車両法施行規則別表第二の四の自動車の用途区分番号１（貨物
自動車）及び３（特殊用途自動車）の自動車

㋬　普通乗用車で青色申告書記載のもの（500 万円相当額）
㋣　地方税法 442 条第４号に規定する原動機付自転車（125cc 以下），同条
第４号に規定する軽２輪車（250cc 以下），250cc 超の自動２輪車は対象
外，同条第６号に規定する４輪以上の小型特殊自動車（農耕作業用，ショ
ベルローダー，フォーク・リフトなどの特殊作業用）

⑤　相続税における未分割資産の適用除外
相続税において，納税猶予の対象となる特定事業者資産は，相続税に申告

書の提出期限までに，共同相続人又は包括受遺者が相続又は包括遺贈により
分割されたものをいい，その分割されていない資産については，納税猶予の
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適用がありません（措置法 70の６の 10⑦）。
＜参考＞非上場株式等についての相続税納税猶予における未分割となって
いる非上場株式等の適用除外（措法 70の 2の 7⑦）

へ　選択後のリスク（納税猶予の期限の確定）の確認
①　その事業の廃止又は破産手続開始の決定
②　その事業が資産保有型事業，資産運用型事業又は性風俗関連特殊営業の
いずれかに該当することとなった場合
③　その事業に係る事業所得の総収入金額が零となった場合
④　その特例事業用資産の全てがその年分の青色申告書の貸借対照表に計上
されなくなった場合
⑤　特例事業相続人等が青色申告の承認が取り消された場合又は取りやめの
届出書を提出した場合
⑥　納税猶予の取りやめの届出書を提出した場合
⑦　特例事業相続人等が青色承認の承認申請が却下された場合
⑧　将来の相続開始時における特定事業用宅地等の適用との比較　
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ト　納税猶予税額の計算
①　贈与税
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②　相続税

（拙著　個人版事業承継税制サポートキット　日本法令刊）
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チ　小規模宅地等との選択
個人の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度において，適用対象となる事
業用資産のうち事業用の宅地等の限度面積は，その事業用宅地等の全部の面積
の合計のうち 400㎡までとされています。
この場合において，特定同族会社事業用宅地等又は貸付事業用宅地等につい
て小規模宅地等の減額特例制度の適用を受ける場合の上記の事業用宅地等の
適用面積は次によります（措法 70の 6の 10 ②一イ，70の 6の 10 ②二へ，措
令 40の 7の 10 ⑦）。
①　特定同族会社事業用宅地等を選択する場合

400㎡－特定同族会社事業用宅地等の面積＝選択可能面積
②　貸付事業用宅地等を選択する場合

400㎡－（特定同族会社事業用宅地等 ×200/400 ＋特定居住用宅地等
×200/330 ＋貸付事業用宅地等）×2＝選択可能面積

③　特定居住用宅地等を選択する場合
400㎡－ 0＝ 400㎡
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４　不動産賃貸業 
⑴　事前確認事項
不動産賃貸を主たる事業としている個人については，その賃貸用の土地及び家屋
の確認と全ての賃貸事業に係る不動産収入と必要経費を個別に集計し，個々の賃貸
物件ごとの不動産所得を把握することが将来の相続への対応の前に必要な事項です。
そこで，所得税の確定申告書を取り寄せて，賃貸不動産ごとの不動産所得の内容，
その他の所得，所得控除及び所得税・住民税を次表により確認します。 

次に，財産調査を行います。
賃貸不動産の所在，地目，地積，固定資産税評価額と相続税評価額，借地権割合及
び借家権割合，賃貸借契約書による賃貸状況の確認を行います。
その他の財産については，所有不動産とその用途，有価証券の銘柄，数量，評価額，
賃貸物件に係るものを含めた預貯金について銀行，預金種別，預金残高，保険金につ
いては保険会社，保険の種類，保険金額，家財一式その他の財産を確認します。
＜事例検討＞
【資料】
不動産賃貸を主たる事業とする個人の賃貸不動産及び債務並びにその他の財産と
評価額は次のとおりです。　
１　相続人　　配偶者　　智子
　　　　　　　長男　　　真一
　　　　　　　長女　　　美由紀
　　　　　　　次男　　　義弘
２　財産
⑴　賃貸不動産（借地権割合 60％，借家権割合 30％）

　　　　　　　　　　計算内容　
　項　　目 収入金額 必要経費 所得金額税額

不動産所得

賃貸物件１    
賃貸物件２    
賃貸物件３    
賃貸物件４    
共通経費 －   
不動産所得の金
額

   

その他の所得金額   
総所得金額  
所得控除の金額  
課税所得金額  
所得税・住民税   
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イ　賃貸物件Ａ（年間収入 3,600 千円　直接経費 800 千円）
建物　　固定資産税評価額　　　　　　　　 7,823 千円
土地　　自用地価額　300㎡　　　　　　　　 22,478 千円

　　ロ　賃貸物件Ｂ（年間収入 4,460 千円　直接経費 1,200 千円）
建物　　固定資産税評価額　　　　　　　　　　 6,700 千円
土地　　自用地価額　230㎡ 　　　　　　　　　　18,668 千円

　　ハ　賃貸物件C（年間収入 6,000 千円　直接経費 2,520 千円）
　　　　建物　　固定資産税評価額　　　　　　　　　　　7,910 千円
　　　　土地　　自用地価額　280㎡　　　　　　　　　　23,000 千円
　　ニ　賃貸物件D（年間収入 7,200 千円　直接経費 2,600 千円）

建物　　固定資産税評価額　　　　　　　　　　　10,450 千円
土地　　自用地価額　440㎡ 　　　　　　　　　　40,000 千円

　⑵　居住用財産　
　　イ　家屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,800 千円
　　ロ　宅地（240㎡）自用地価額　　　　　　　　　　　33,880 千円
　⑶　有価証券
　　イ　P上場株式　2,500 円　５万株
　　ロ　Q上場株式　3,240 円　３万株
　　ハ　国債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１億円
　⑷　預貯金
　　イ　ゆうちょ銀行　定額貯金                                           60,000 千円
　　　　　　　　　　　通常貯金　　　　　　　　　　　　4,213 千円
　　ロ　M銀行　　　　定期預金                                         36,000 千円
　　　　　　　　　　　普通預金　　　　　　　　　　　　6,872 千円
　　ハ　Ｒ信用金庫　　定期預金                                           22,000 千円
　　　　　　　　　　　普通預金　　　　　　　　　　　　3,446 千円
　⑸　保険金　
　　　Ｓ生命保険会社　　受取人　配偶者　　　　　　　　40,000 千円
　　　Ｔ生命保険会社　　受取人　長男　　　　　　　　　10,000 千円
　⑹　その他の財産　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,500 千円
　⑺　預り敷金及び保証金　　　　　　　　　　　　　　　30,000 千円
　⑻　不動産所得　その他の経費　　　　　　　　　　　　1,250 千円
　⑼　所得控除額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,290 千円
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【計算】
１　財産評価額と相続税額の一覧
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⑵　生前贈与分岐点の計算 
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⑶　所得税・住民税の計算（単位：円）

⑷　生前贈与分岐点による貸家の贈与
　この事例における生前贈与分岐点は，14,928,238 円（負担率 26.26％）であり，こ
の金額をマキシマムとして賃貸家屋の贈与を実行して，早期の財産移転を実現させ，
かつ，個人の所得税・住民税の負担軽減，つまり所得分散を実現させることができま
す。
【事例】
　例えば，貸家Aを長男へ，貸家Bを長女へ，貸家Cを次男へそれぞれ贈与した場合
の各人の贈与税額は次のとおりとなります。
⑴　長男
　　　14,928,238 円＞ 5,476,100 円
　　　（5,476,000 円－ 1,100 千円）×20％－ 300 千円＝ 575,200 円
　　　負担率　575,200 円÷4,376 千円＝ 13.14％
⑵　長女
　　　14,928,238 円＞ 4,690,000 円
　　　（4,690,000 円－ 1,100 千円）×15％－ 100 千円＝ 438,500 円
　　　負担率　438,500 円÷3,590 千円＝ 12.2％
⑶　次男
　　　14,928,238 円＞ 5,537,000 円
　　　（5,537,000 円－ 1,100 千円）×20％－ 300 千円＝ 587,400 円
　　　負担率　587,400 円÷4,437 千円＝ 13.2％
　上記のとおり，生前贈与分岐点以下の評価額である貸家をそれぞれ子へ贈与した場
合の贈与税負担率は生前贈与分岐点の 50％以下となり，十分に効果を期待できる贈

　　　　　　　　　　　計算内容　
　項　　目 収入金額 必要経費 所得金額税額

不動産所得

賃貸物件A 3,600,000 800,000 2,800,000
賃貸物件B 4,460,000 1,200,000 3,260,000
賃貸物件C 6,000,000 2,520,000 3,480,000
賃貸物件D 7,200,000 2,600,000 4,600,000
共通経費 － 1,250,000 1,250,000
不動産所得の金額 21,260,000 8,370,000 12,890,000

その他の所得金額  －
総所得金額 12,890,000
所得控除の金額 2,290,000
課税所得金額 10,600,000
所得税・住民税 (43.693%) 4,631,400
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与といえます。
　この贈与は，年初に実行し，その年分の不動産収入の留保額により不動産取得税，
登録免許税をカバーし，翌年の贈与税の納付に充当することができ，さらに所得税・
住民税の納税もクリアすることができます。
 
⑸　所得税・住民税の負担軽減
　⑷の生前贈与を年初に実行すると旧所有者であった親の財産と所得金額が次のと
おり減少し，家族全体を含めた税負担が贈与税を含めて軽減されます。

次に，上記の贈与者である親の計算に合わせて，受贈者である子の所得税の計算
を行なって税負担の増加額を計算することが必要となります。
仮に長男の所得金額（給与所得の金額 4,000 千円），所得控除額 1,430 千円の場合
において，賃貸家屋C（収入金額 6,000 千円，必要経費 2,520 千円，共通経費（1/4）
312,500 円）の贈与を受けた場合の所得税・住民税を計算すると次のとおりです。

 贈与前財産額 贈与後財産 贈与後差額
財産額 641,328 千円 625,625 千円 15,703 千円
相続税の総額 160,998,000 円 155,483,700 円 5,514,300 円
所得計算 収入金額 必要経費 所得金額・税額
不
動
産

賃貸物件D ① 7,200,000 ② 2,600,000 ①－② 4,600,000
共通経費 － 1/4 312,500 1/4 312,500
不動産所得の金額 － － 4,287,500

その他の所得金額   
総所得金額 4,287,000
所得控除の金額 1,837,000
課税所得金額 2,450,000

所得税・住民税
贈与後(20.210%) 495,100
贈与前(43.693%) 4,631,400
税負担額の減少額 4,136,300

相続税・所得税・住民税  9,650,600 円

所得計算 収入金額 必要経費 所得金額・税額
賃貸物件C 6,000,000 2,520,000 3,480,000
共通経費 － 1/4 312,500 1/4 312,500
不動産所得の金額 6,000,000 2,832,500 3,167,500
その他の所得金額  4,000,000
総所得金額 7,167,000
所得控除の金額 1,430,000
課税所得金額 5,737,000

所得税・住民税
贈与後(30.42%) 1,745,100
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不動産賃貸業を経営している事業者の財産承継は，一つのアクション：贈与によ
り所有者の将来の相続税の負担軽減及び贈与後の所得税・住民税の軽減の合計額が
贈与を受けた相続人の贈与税の負担額及び所得税・住民税の増加分の合計額を比較
し，全体として最小のキャッシュアウトにつながるかどうかにより判断することが
重要と思います。

５　その他（サラリーマンなど）
総務省の令和２年の統計資料によると，65 歳以上の者がいる世帯は全世帯 5,178
万世帯の約 49.4％（2,558.4 万世帯）であり，このうち個人の家庭で 4,000 万円以上
の預貯金を保有する 65歳以上の世帯の割合は 16.1 以上（内閣府）となっています。
このほか，生命保険加入割合は，60 歳以上の個人のうち男性は 85.8％，女性は
86.5％（生命保険文化センター調べ）となっており，60歳以上の個人の金融資産や保
険加入が高くなっており，これらの資産と不動産を合わせて相続税の基礎控除
（4,800 万円）を超えるケースが増加し，相続税の課税対象となっていると考えられ
ます。
サラリーマン家庭では，退職金と定年後の年金収入から貯蓄される金融資産が大き
な比率となっており，相続税の不安を増大させています。
そこで，すでに述べた相続への対応と同じく，サラリーマン家庭にも事前の財産確
認と推定相続税額の確認が必要となります。
＜事例検討＞
【資料】
　75歳になるGさんの相続人と財産は次のとおりです。
１　相続人　　配偶者　　北山　恵子
　　　　　　　長男　　　北山　武雄　　
　　　　　　　長女　　　南川　百合
２　財産
　⑴　居住用財産
　　イ　宅地（220㎡）　　路線価　　200 千円
　　ロ　家屋　　　　　　固定資産税評価額　　5,448 千円
　⑵　有価証券
　　イ　上場株式Y　　4,000 株　　１株当たり評価額　　1,320 円
　　ロ　投資信託　　　評価額　　 8,620 千円

 

課税所得金額 5,737,000

所得税・住民税
贈与後(30.42%) 1,745,100

贈与前給与所得の金額(20.21%) 519,300
税負担額の増加額 1,225,800
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　⑶　預貯金　
　　イ　M銀行　　定期預金　　  2,390 万円
　　　　　　　　　 普通預金　　    234 万円
　⑷　ゴルフ会員権　　評価額　　  350 万円
　⑸　保険金（受取人配偶者）　　2,000 万円
　⑹　その他の財産　　評価額　　200 万円
【計算】
個人の生活基盤は，居住用家屋とその敷地を確保することにより安定します。この
居住用財産の生前における対策として「贈与税の配偶者控除」により 2,000 万円相当
の居住用財産を贈与することができることです。
そこで，この事例において生前に贈与税の配偶者控除の適用前後の財産合計額を示
すと次のとおりです。

上記の計算により，居住用財産を生前に配偶者控除を利用して贈与し，相続開始の
時に残余の居住用宅地等を配偶者が取得して特定居住用宅地等の減額特例制度の適
用を受けることにより大幅な税負担軽減を実現することができます。
事業者以外のサラリーマン家庭においては，現役世代に所得税や住民税を負担して
いるにも関わらず，源泉徴収と年末調整により税負担が精算されていたため自ら税負
担の実感があまりありません。
このような状況で突然相続税の負担を求められますと理解できないというのが実
情です。　したがって，これらの相続人の方には，税額の計算を含めた相続税の仕組
みや負担について丁寧に，理解し，納得してもらえる説明が必要となります。
贈与税の配偶者控除制度は，婚姻期間 20 年以上の配偶者間における居住用財産の
贈与について，2,000 万円まで課税除外するもので，さらにその控除額相当は相続税
の課税価格に加算しないという特例です。したがって，贈与税も相続税も課税除外と
なる納税者にとっては大変有利な制度となっています。

財　　産 配偶者控除前の財産 配偶者控除後の財産 小規模宅地等適用後
居住用宅地 44,000 千円 24,000 千円 4,800 千円
居住用家屋 5,448 千円 5,448 千円 5,448 千円
有価証券 13,900 千円 13,900 千円 13,900 千円
預貯金 26,240 千円 26,240 千円 26,240 千円
ゴルフ会員権 3,500 千円 3,500 千円 3,500 千円
保険金（課税分） 5,000 千円 5,000 千円 5,000 千円
その他の財産 2,000 千円 2,000 千円 2,000 千円
合　　計 100,088 千円 80,088 千円 60,888 千円
相続税の総額 ①　6,313,200 円 ②　3,511,000 円 ③　1,288,800 円

税額の差額 ①－② 2,802,200 円  
 ①－③ 5,024,400 円
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この利用に当たっては，夫婦のそれぞれの年齢，当事者の理解，家族関係等を総合
的に見極めて実行することが必要です。贈与後に別の生活になるようなことがない
という確信の元に判断してください。
なお，この贈与税の配偶者控除は，1，2の会社経営者，個人事業者，2の賃貸事業
者のすべての夫婦間に適用できますので，1，2 のケースにおいても検討すべき事項
であることを申し添えておきます。
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